
日本スクーバ協会に加盟しているメーカーは、消費者の安全を確保する為に、
上記2項目を満たしておられない事業者様へのパーツ供給は控えて行く
基本方針をこの度決定致しました。

つきましては、各メーカーは製造物責任保険のコピーのご提供を定期的かつ継続的に

お願いする事になりますが、パーツ供給をご希望される事業者様は予めご了承ください。

このお願い文は一般社団法人日本レジャーダイビング協会の監修済です。

ダイビング器材のメンテナンスを行う事業者様へ
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製造物責任（ＰＬ）保険の加入と
メーカーのメンテナンス講習
受講のお願い
日本スクーバ協会では、ダイビング器材のオーバーホール、修理、また保守管理を行う事業

者の皆様（オーバーホール専門業者、ダイビングショップ及びダイビングサービス等）に、

下記の御確認をお願いして参ります。

※ 必ず製造物（ＰＬ）責任の保険に加入してください。
※ 各メーカーのメンテナンス講習を定期的に受講してください。

日本スクーバ協会

詳しくは、お取引のあるメーカーに御確認ください。


